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■募集職種
職種 採用人数 受験資格

事務
（社会人経験者） 2 名程度

昭和 56年 4月 2日から平成元年 4月 1日までに生まれた人で、民間企業等での職務経
験（正社員）が 3年以上ある人
※ 3年以上の経験年数とは、平成 29年 4月 1日時点で３年以上となる場合を含みます。

■受験申込・試験日程

受験申込
提出書類 市所定の受験申込書、エントリーシートおよび受験票（詳細は募集要項をご覧ください）
受付期間 12 月 7日（水）～ 26日（月）土日祝除く 8:30 ～ 17:15 ※持参または郵送により申込
申込先 〒 675-2395　加西市北条町横尾 1000　加西市役所総務部総務課（市役所 3階）

試験日程・種目 1 次試験／ 1月 15日（日）　教養試験、論文試験、適性試験
2次試験／ 2月 11日（土）　面接試験

社会人経験者を対象とした加西市職員を募集 問合先／総務課☎42-8705  ℻43-1800 
　　　　jinji@city.kasai.lg.jp

　加西市は、平成 29 年 4 月 1 日採用の職員を募集します。募集要項や受験申込書は、市ホームページからダウンロ
ードできます（市役所でも配布しています）。

固定資産税に関する届出 問合先／税務課☎42-8713　℻42-5700
　　　　zeimu@city.kasai.lg.jp

■償却資産の申告について
　償却資産（固定資産税）の申告は、平成 29 年 1 月
31 日（火）までです。

申告が必要な方／法人や個人で工場や商店などを経営し
ている方や事業（不動産貸付業、太陽光発電等）を行っ
ている方。事業に使用する機械・器具・備品・構築物な
どの償却資産は、固定資産税の課税対象となるため、平
成 29 年 1 月 1 日現在の資産状況を申告してください。
※昨年申告した方は、12 月中旬に送付する申告用紙を
提出してください。平成 28 年中に新たに事業を始めた
方など、申告用紙が届かない場合は連絡してください。

■土地・家屋について
　固定資産税・都市計画税は、毎年 1 月 1 日現在の
状況で課税することになっています。次の場合は、連
絡をしてください。
・土地の利用状況が変わった場合
・家屋を取り壊した場合
・家屋を新築や増築し、家屋評価が終わっていない場合
※未登記家屋の所有者が、相続・売買・贈与等で変わ
った場合は「未登記家屋所有者変更申請書」を提出し
てください。 インターネットによる電子申告システム（エルタックス）

　インターネット経由で申告手続きを行うことができま
す（全資産申告、増加資産／減少資産申告）。利用にあた
っては、利用届出が必要です。詳細は、エルタックスの
ホームページ（http://www.eltax.jp/）をご覧ください。

市営駐車場は12月から利用できません 問合先／産業振興課☎42-8740　℻43-1802
　　　　sangyo@city.kasai.lg.jp

　ホテル建設予定地の市営駐車場（北条町栗田）は、平成 28 年 12
月 1 日で廃止になります。以後は、駐車場として利用することはで
きません。

■三井住友銀行北条支店の臨時駐車場のご案内
　市営駐車場の利用者の大半が三井住友銀行北条支店の来店者のた
め、廃止に伴い周辺で交通渋滞などが発生しないよう、同銀行が大年
神社の境内に臨時駐車場を用意しました。12 月 1 日から利用可能で
す。皆さまのご協力をお願いします。
※催事などで利用することができない場合もあります。

三井住友銀行の臨時駐車場位置図

三井住友銀行
北条支店

大年神社
（臨時駐車場） 市営駐車場

（ホテル建設予定地）
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電子申告（e-Tax）には電子証明書が必要 問合先／市民課☎42-8720　℻43-8045
　　　　shimin@city.kasai.lg.jp

　国税電子申告・納税システム（e-Tax）の利用には、
署名用電子証明書が必要です。また、ＩＣカードリーダ
ライタが別途必要です。

■住民基本台帳カード向け電子証明書発行業務は、昨年
12 月で終了
　住民基本台帳カードで発行の電子証明書は、有効期限（3
年）の満了日まで利用することができます。新たに電子
証明書の発行を希望される方は、電子証明書を標準搭載
した「マイナンバーカード」の交付申請を行ってください。
■電子証明書の取得方法
　署名用電子証明書が標準搭載されたマイナンバーカー
ドを取得してください。15 歳未満の方や成年被後見人
の方には、署名用電子証明書は発行されません。
有効期限／ 5 回目の誕生日まで

■マイナンバーカードの申請方法
　昨年 11 月以降に通知カードと一緒に送付された「マ
イナンバーカード交付申請書」を使用し、郵送やインタ
ーネットなどで、地方公共団体情報システム機構へ申請
してください。申請書をお持ちでない方は、次の物を持
参の上、本人が市民課窓口までお越しください。
・運転免許証等の顔写真付公的身分証明書
・健康保険証
・マイナンバーの通知カード（紛失された方は要相談）
・住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）
・6 カ月以内に撮影の顔写真（無帽、無背景、縦 4.5cm
×横 3.5cm）1 枚（市民課でも無料で撮影しています）
※マイナンバーカードは、地方公共団体情報システム機
構で作成されるため、申請から交付する準備ができるま
でに 1、2 カ月程度かかります。

病気から体を守りましょう 問合先／健康課（健康福祉会館内）☎42-8723
　　　　℻42-7521　kenko@city.kasai.lg.jp

予防接種名 回数 対象者（法的な接種年齢）
麻しん・風しん混合
（ＭＲ）

1期 1回 1～ 2歳未満（2歳の誕生日の前日まで）
2期 1回 幼稚園児、保育所年長児（平成 22年 4月 2日～ 23年 4月 1日生まれ）

二種混合（DT）
（ジフテリア、破傷風） 1回 小学 6年生（11～ 13歳未満）※ 13歳の誕生日の前日まで

日本脳炎

1期初回 2回 3歳（3～ 7歳 6カ月未満）
1期追加 1回 4歳（3～ 7歳 6カ月未満）
2期 1回 9～ 10歳（9～ 13歳未満）

特例措置 回数は 4回接種のうち不足分（母子健康手帳で確認してください）
※平成8年 4月 2日～19年 4月 1日生まれの方を対象に、20歳未満まで接種可能

■予防接種対象者

■接種方法／加西市指定医療機関（広報かさい 4 月号
または市ホームページ）へ電話予約してください。
■接種費用／無料

■接種に必要な物／母子健康手帳、体温計、健康保険証
（本人確認のため）、予診票（医療機関または健康課にあ
ります）

　対象の方で接種されていない方は、早めに接種しましょう。

健康遊具で健康づくりをしてみませんか 問合先／健康課（健康福祉会館内）☎42-8723
　　　　℻42-7521　kenko@city.kasai.lg.jp

　バランス・ストレッチを目的とした健康遊具や、腹筋や背のばしのできるベ
ンチなど計 6 種類 21 基を、市内 6 カ所に設置しました。
　散歩やウォーキングの途中などに、気軽にストレッチをしたり、筋肉を鍛え
たりして、日常生活での健康づくりをしてみませんか。
■設置場所／①玉丘史跡公園　②丸山総合公園　③市役所・南側緑地　④健康
　　　　　　福祉会館・東側緑地　⑤善防公民館・南側芝生広場　⑥小さな丘
　　　　　　広場（イオンモール加西北条・北側緑地）
※写真左は「ぶらぶらストレッチ」、右は「バランス円盤」


